
令和７年２月４日  

経 済 産 業 部 
工業・ものづくり・雇用促進課  

  

 

工業・建設業の振興及び雇用の促進に係る取組みについて 

 

１ 主旨 

  区では、世田谷区地域経済発展ビジョン（以下「ビジョン」という。）に基づき、区内

産業の活性化に向けた「区内工業の活性化と工業用地の維持・保全」及び「建設業の活性

化と地域貢献活動の後押し」のほか、多様な働き方の実現に向けた「求職者が望む仕事が

見つかる環境の整備」等を進めているところであるが、各施策をさらに推進するための新

たな取組み及び既存事業の拡充等の内容について報告する。 

 

２ 新たな取組みについて 

（１）新たな産業活性化拠点における工業・ものづくり振興の取組み 

令和７年４月開設予定の新たな産業活性化拠点（HOME/WORK VILLAGE）のスモール 

オフィスに世田谷工業振興協会が入居し、ものづくり体験や区内事業者のＰＲ、準工業 

地域の周知及び理解促進、ものづくりに関するイベントの実施等により、区内工業・も 

のづくりの魅力発信や活性化、未来の技術者育成等につなげていく。 

（２）建設業の人材確保に向けた魅力発信冊子の発行 

仕事の魅力発信を企画するメディアとタイアップし、建設業の魅力発信に向けた冊子 

の作成とウェブ記事の配信を行う。これにより、建設業関心層のすそ野を広げるととも 

に、建設業人材確保・区内中小企業等人材マッチング及び定着促進事業と連動した参加 

者の呼び込みにつなげ、建設業での採用者数の増加を図る。 

（３）高校での建設業魅力発信授業の実施 

区内の都立高校（１年生）と連携し、授業の中で建設業を営む区内事業者とのディ 

スカッションやグループワークを実施することで、区との災害時の協定に基づき建設 

業が地域で果たす役割や、施工時の達成感や誇りなど建設業で働くことの魅力を伝え、 

建設業の必要性及び職業としての理解促進につなげる。 

 

３ 既存事業の拡充等について 

（１）世田谷区準工業地域における工業用地保全及び共同住宅等の建築に関する指導基準の

変更 

準工業地域の理解促進及び住環境と事業者の操業環境が調和した住工共生のまちづく 

りのさらなる推進を目指し、当該地域における共同住宅等の建築主に対する指導基準を 

変更する。（別紙１参照） 
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（２）世田谷区建設業人材育成支援事業補助金の拡充 

本補助は、団体及び事業者向けに実施しており、事業者向けの補助について、令和 

６年度からアスベスト含有建材調査資格者を対象に加えたところであるが、社会情勢 

を踏まえたよりニーズに即した制度とするため、新たに建設業に関連する国家資格を 

網羅的に補助対象にするとともに、建設ディレクターやＣＡＤオペレーター、建設業 

経理士等の公的資格についても幅広く対象に加える（国家資格の対象数 現行：９１、 

７年度：１４３）。また、事業者の負担軽減のため、補助率を現行の２分の１から３分 

の２へ変更する。（別紙２参照） 

（３）建設業人材確保・区内中小企業等人材マッチング及び定着促進事業の改善 

建設業に重点を置き、高校生から就職氷河期世代までを対象に就労支援と事業者の採

用支援を実施しているが、マッチングの確度を高めるため、以下のとおり改善を図る。 

① 区と美術大学が連携して実施した、区の課題解決をテーマにしたソーシャルデザイ

ン論において学生とともに検討したイラストイメージを、ＳＮＳ広告やチラシ等で

活用し、若年者への効果的なＰＲを行うことで、本事業への参加者増につなげる。 

② 経験と実績が豊富な著名講師による就職活動トレーニングの研修を実施し、参加

者の理解度向上を図る。 

③ 就職氷河期世代のニーズが高い、入社後に活用できる実践的なパソコンスキル習得

セミナーを新たに組み込み、参加者のスキルと就労意欲の向上を図る。 

④ 社会貢献性の高い事業者への就労意向が高まる中で、持続可能性や社会課題の解決

等に取組む事業者をマッチングイベントに優先的に参加させることで、マッチング

率の向上につなげるとともに、ビジョンで掲げる持続可能な経済循環の実現に資す

る事業者を増やしていく。 

（４）株式会社セックとの包括協定の締結（世田谷ＩＴカレッジ関連） 

区内のＩＴ企業である株式会社セックは、区と相互に連携して若年者のＩＴスキル習 

得のための講座を提供する「世田谷ＩＴカレッジ」や、若者総合支援センター利用者へ 

のプログラミング体験会を無償で実施している。このたび、新たに小中学生向けのプロ 

グラミング教室を無償で開催することとなり、これまでの取組みと併せた「世田谷区民 

のＩＴスキル向上のための包括協定」を締結する予定である。 

今後も株式会社セックとの連携をさらに密にして区民のＩＴスキル向上に取組むこと 

で、ＩＴ分野での人材育成やキャリア教育の充実を図っていく。（別紙３参照） 

 

４ 経費（令和７年度） 

（１）建設業の人材確保に向けた魅力発信冊子の発行 

   5,693千円  ※東京都地域人材確保総合支援事業補助金を活用。（補助率1/2） 

（２）世田谷区建設業人材育成支援事業補助金 

   1,350千円 

（３）建設業人材確保・区内中小企業等人材マッチング及び定着促進事業 

   68,600千円 ※東京都地域人材確保総合支援事業補助金を活用。（補助率1/2） 
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５ 今後のスケジュール（予定） 

令和７年 ２月  株式会社セックとの包括協定の締結 

４月  新たな産業活性化拠点開設 

世田谷区準工業地域における工業用地保全及び共同住宅等の建築 

に関する指導基準の変更 

         世田谷区建設業人材育成支援事業補助金の拡充 

    １２月  建設業の人材確保に向けた魅力発信冊子の発行 
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世田谷区準工業地域における工業用地保全及び共同住宅等の建築に関する指導基準の一部を改正する基準新旧対照表（案） 

 

改正後 改正前 

○世田谷区準工業地域における工業用地保全及び共同住宅等の建

築に関する指導基準 

○世田谷区準工業地域における工業用地保全及び共同住宅等の建

築に関する指導基準 

平成30年４月１日29世工第159号 平成30年４月１日29世工第159号 

世田谷区準工業地域における工業用地保全及び共同住宅等の建

築に関する指導基準 

世田谷区準工業地域における工業用地保全及び共同住宅等の建

築に関する指導基準 

（目的） （目的） 

第１条 この指導基準は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第８条第１項第１号の規定により定められた準工業地域における工

場設置者からの申し出により工場用地の登録を行い、工業用地の保

全を図るとともに、当該地域における共同住宅等の建築主に対し適

切な指導を行うことによって、良好な生産活動及び生活環境を確保

することを目的とする。 

第１条 この指導基準は、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）

第８条第１項第１号の規定により定められた準工業地域における工

場設置者からの申し出により工場用地の登録を行い、工業用地の保

全を図るとともに、当該地域における共同住宅等の建築主に対し適

切な指導を行うことによって、良好な生産活動及び生活環境を確保

することを目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この指導基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）工場設置者 準工業地域において、製造若しくは加工又は仕上

げ、仕分け、包装、荷造等の作業を継続して行う施設の設置者をい

う。 

（２）共同住宅等 準工業地域において、延べ面積が３００平方メー

トル以上の規模を有する集合住宅及び敷地面積が２８０平方メート

ル以上で、その敷地内に分譲、賃貸等を目的として、複数建築され

る住宅（専用住宅、併用住宅、共同住宅）をいう。   

（３）建築主 建築物の建築に関する工事の請負契約の注文者若しく

は請負契約によらないで自らその工事をする者又は建築物の用途変

更（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第８７条第１項において準用する法第６条第１項及び第６条の２第

第２条 この指導基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、そ

れぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）工場設置者 準工業地域において、製造若しくは加工又は仕上

げ、仕分け、包装、荷造等の作業を継続して行う施設の設置者をい

う。 

（２）共同住宅等 準工業地域において、延べ面積が３００平方メー

トル以上の規模を有する集合住宅及び敷地面積が２８０平方メート

ル以上で、その敷地内に分譲、賃貸等を目的として、複数建築され

る住宅（専用住宅、併用住宅、共同住宅）をいう。   

（３）建築主 建築物の建築に関する工事の請負契約の注文者若しく

は請負契約によらないで自らその工事をする者又は建築物の用途変

更（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）

第８７条第１項において準用する法第６条第１項及び第６条の２第

別紙１ 
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改正後 改正前 

１項に規定する確認を必要とする用途の変更に限る。）をする者を

いう。 

（４）建築予定地 共同住宅等の建築が予定されている敷地をいう。 

１項に規定する確認を必要とする用途の変更に限る。）をする者を

いう。 

（４）建築予定地 共同住宅等の建築が予定されている敷地をいう。 

（工場設置者及び建築主の協力） （工場設置者及び建築主の協力） 

第３条 区長は、準工業地域の特性を考慮して、工場設置者及び建築

主に対し、この指導基準に定める事項について協力を求めるものと

する。 

第３条 区長は、準工業地域の特性を考慮して、工場設置者及び建築

主に対し、この指導基準に定める事項について協力を求めるものと

する。 

（工業用地の登録） （工業用地の登録） 

第４条 区長は、工場設置者が工業用地の保全のため、あらかじめ工

場用地の登録を受けようとするときは、工場用地登録書（第１号様

式）を提出させるものとする。 

第４条 区長は、工場設置者が工業用地の保全のため、あらかじめ工

場用地の登録を受けようとするときは、工場用地登録書（第１号様

式）を提出させるものとする。 

（事業廃止の事前通知） （事業廃止の事前通知） 

第５条 区長は、前条の登録を受けた工場設置者が、転業、廃業、移

転その他の事由により、その事業を廃止しようとするときは、事業

廃止事前通知書（第２号様式）を提出させるものとする。 

２ 区長は、前項の規定による通知があった場合は、工業団体にその

旨通知するものとする。 

第５条 区長は、前条の登録を受けた工場設置者が、転業、廃業、移

転その他の事由により、その事業を廃止しようとするときは、事業

廃止事前通知書（第２号様式）を提出させるものとする。 

２ 区長は、前項の規定による通知があった場合は、工業団体にその

旨通知するものとする。 

（事業を廃止する者の協力） （事業を廃止する者の協力） 

第６条 区長は、前条第１項の規定による通知をした者に対し、当該

工場の跡地の利用を図るに当たって、工業用地の保全のために協力

を要請するものとする。 

第６条 区長は、前条第１項の規定による通知をした者に対し、当該

工場の跡地の利用を図るに当たって、工業用地の保全のために協力

を要請するものとする。 

（計画書の提出及び関係者への通知） （計画書の提出及び関係者への通知） 

第７条 区長は、建築主が共同住宅等の建築計画を立てるにあたり、

当該建築主に対し、法令に定める手続を行おうとする日の前までに、

次に掲げる図書を添えて、共同住宅等建築計画書（第３号様式。以

下「計画書」という 。）を提出させるものとする。    

（１）当該建築予定地付近の見取図及び配置図 

（２）当該建築予定地周辺の土地利用現況図 

第７条 区長は、建築主が共同住宅等の建築計画を立てるにあたり、

当該建築主に対し、法令に定める手続を行おうとする日の前までに、

次に掲げる図書を添えて、共同住宅等建築計画書（第３号様式。以

下「計画書」という 。）を提出させるものとする。    

（１）当該建築予定地付近の見取図及び配置図 

（２）当該建築予定地周辺の土地利用現況図 

5 



改正後 改正前 

（３）当該共同住宅等の平面図、立面図及び断面図 

２ 区長は、計画書の提出があった場合は、工業団体及び当該建築予

定地近隣の工場設置者にその旨を通知するものとする。 

（３）当該共同住宅等の平面図、立面図及び断面図 

２ 区長は、計画書の提出があった場合は、工業団体及び当該建築予

定地近隣の工場設置者にその旨を通知するものとする。 

（共同住宅等入居予定者への事前説明）  

第８条 区長は、建築主が計画書を提出した場合は、当該共同住宅等

の入居予定者に対し、次に掲げる事項について、事前に説明させる

ものとする。 

（１）当該共同住宅等の建設予定地が準工業地域にあること 

（２）建築予定地近隣の工場の業種に関すること及び工場からの騒音、

振動、臭気等の周辺環境の現況に関すること 

（３）建築予定地近隣の工場からの騒音、振動、臭気等に対する措置

に関する事項 

（４）当該共同住宅等の入居予定者は、前条第２項の工業団体及び工

場設置者と協力して住宅と工場が共存できるまちづくりに努めるこ

と 

（５）前４号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項 

（６）当該共同住宅等を分譲する場合は、購入者による管理組合にお

いて継続して前５号について周知を図っていくこと 

 

（関係者との協議） （関係者との協議） 

第９条 区長は、建築主が計画書を提出した場合は、当該共同住宅等

の建築計画に関し、次に掲げる事項について、法令に定める手続を

行おうとする日の前までに、第７条第２項の工業団体及び工場設置

者と協議をさせるものとする。 

（１）工場、事務所等の設置に関する事項 

（２）前条に関する説明の内容及び方法に関する事項 

第８条 区長は、建築主が計画書を提出した場合は、当該共同住宅等

の建築計画に関し、次に掲げる事項について、法令に定める手続を

行おうとする日の前までに、第７条第２項の工業団体及び工場設置

者と協議をさせるものとする。 

（１）工場、事務所等の設置に関する事項 

（２）建築予定地近隣の工場からの騒音、振動、臭気等の周辺環境の

現況に係る共同住宅等入居予定者への周知方法に関する事項 

（３）建築予定地近隣の工場からの騒音、振動、臭気等に対する措置

に関する事項 

6 



改正後 改正前 

（４）前３号に定めるもののほか、区長が必要と認める事項 

（経過書の提出） （経過書の提出） 

第10条 区長は、建築主が前条の規定による協議の成立後、共同住宅

等建築計画経過書（第４号様式。以下「経過書」という。）を提出

させるものとする。 

２ 経過書には、前条各号に掲げる事項に係る協議の内容を記載させ

るものとする。 

３ 区長は、経過書の提出があった場合は、工業用地の保全の見地か

ら適切な指導を行うものとする。 

第９条 区長は、建築主が前条の規定による協議の成立後、共同住宅

等建築計画経過書（第４号様式。以下「経過書」という。）を提出

させるものとする。 

２ 経過書には、前条各号に掲げる事項に係る協議の内容を記載させ

るものとする。 

３ 区長は、経過書の提出があった場合は、工業用地の保全の見地か

ら適切な指導を行うものとする。 

（事務の主管） （事務の主管） 

第11条 この指導基準の実施に係る事務は、経済産業部工業・ものづ

くり・雇用促進課において処理する。 

第10条 この指導基準の実施に係る事務は、経済産業部工業・ものづ

くり・雇用促進課において処理する。 

（委任） （委任） 

第12条 この指導基準に定めるもののほか、この指導基準の実施に関

し必要な事項は、区長が定める。 

第12条 この指導基準に定めるもののほか、この指導基準の実施に関

し必要な事項は、区長が定める。 

附 則 附 則 

この指導基準は、昭和５９年１２月２０日から施行する。 

  附 則（平成１３年１２月６日世工発第３２号） 

この指導基準は、平成１４年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２０年３月２１日１９世工第８６号） 

この指導基準は、平成２０年３月２１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月８日２９世工第１５９号） 

この指導基準は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年 月 日６世工第   号） 

この指導基準は、令和７年４月１日から施行する。 

 

この指導基準は、昭和５９年１２月２０日から施行する。 

  附 則（平成１３年１２月６日世工発第３２号） 

この指導基準は、平成１４年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２０年３月２１日１９世工第８６号） 

この指導基準は、平成２０年３月２１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月８日２９世工第１５９号） 

この指導基準は、平成３０年４月１日から施行する。  
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詳細は裏面をご覧ください

令和７年度

公的資格：限度額５万円／一事業者

事業者支援
国家資格・公的資格の対象資格が大幅に増えました。
補助率もＵＰ！従業員等（事業主/個人事業主含む）のスキルＵＰに！

※一事業所各二人まで

■申請は年２回まで

（2.5万円/一従業員等）

（1万円/一従業員等）

■申請はあわせて年1回まで

技術士

ドローン
［航空法］

技術士
［技術士法］

建設業経理士

福祉住環境コー
ディネーター

団体支援
事業承継、後継者の育成または技術習得を目的とした
研修会・講習会等に係る経費の一部を補助！

施工管理技士
１、２級、
１・２級補
［建設業法］

［［［建築士等
［建築士法］

世田谷区建設業人材育成支援事業 検索

限度額１０万円／回

世田谷区ホームページ

インテリアコー
ディネーター

国家資格：限度額２万円／一事業者

技能士
［職業能力
開発促進法］

電気
［電気工事士法］
［電気事業法］
［電気通信事業法］

給水装置
［水道法］

消防設備
［消防法］

※国家資格については各法律に基づいた建設関係に限る。

石綿作業
主任者

アスベス
ト調査者

ＣＡＤ

建設ディレクター

※補助率は2/3以下。

※補助率は2/3以下。

例)施工管理技士１級１名、２級１名。アスベスト調査者２名。

別紙２
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世田谷区建設業人材育成支援事業補助金
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世田谷区民のＩＴスキル向上のための包括協定書(案) 

 

世田谷区（以下「甲」という。）と株式会社セック（以下「乙」という。）とは、次の

とおり、協定を締結する。 

 

第１条（目的） 

甲および乙は、相互の連携を強化し、世田谷区民のＩＴスキル向上に取り組むことで、

ＩＴ分野での人材育成やキャリア教育の充実を図ることを目的とする。 

 

第２条（連携事項） 

１．甲および乙は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事項を連携して取り

組むものとする。 

（１）小中学生等区民を対象としたＩＴスキル向上に関すること 

（２）ひきこもりや未就業者等の区民を対象としたＩＴスキル向上に関すること 

（３）未就業者の区民や非正規雇用等で就労する区民を対象としたＩＴビジネススキル

向上に関すること 

（４）ＩＴスキル向上に関する情報の提供、普及啓発及び情報交換等に関すること 

（５）その他、区民のＩＴスキル向上に関する取組みの推進に必要と認められること 

２．甲及び乙は、前項各号に定める事項を効果的に実施・促進するため、定期的に協議

を行い、具体的な取組内容、実施方法および費用負担その他の条件については、別途

取り決めるものとする。ただし同項３号に定める事項ついては、別途令和４年２月１

５日に締結した「「ＩＴスキル習得講座」開催に関する協定書」（以下「ＩＴスキル習

得講座協定書」という。）に基づき実施するものとする。 

３．乙は、第 1 項各号に定める取組の一部を、甲と協議のうえ、乙の協力会社に実施さ

せることができる。 

 

第３条（秘密保持） 

１．甲および乙は、本協定に基づく連携により相手方から受領した情報について、第 1

条に定める目的の範囲内でのみ使用するものとし、相手方の書面による事前の承諾な

く第三者に開示または漏洩してはならない。ただし、次に掲げる情報を除く。 

（１）相手方から受領したときに既に公知となっていたもの、または相手方から受領

後、自らの故意または過失によらずして公知となったもの 

（２）相手方から受領したときに既に保有していたもの、または相手方から受領後に

その情報を開示する正当な権限を有する第三者から入手したもの 

（３）法令及び甲の定める条例により開示をもとめられたもの 

２．甲および乙は、本協定が第５条に定める有効期間の満了により効力を失った後も、

前項による秘密保持の義務を負う。 

３．前２項の規定に関わらず、前条第１項第３号に基づく取組みにおいて相手方から受

領した情報については、IT スキル習得講座協定書の定めによるものとする。 

別紙３ 
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第４条（有効期間） 

１．本協定の有効期間は、令和７年２月 日から１年間とする。ただし、有効期間満了

の前月末日までに、甲および乙のいずれかから本協定を更新しない旨の通知があった

場合を除き、本協定は 1 年間更新され、その後も同様とする。 

２．甲または乙のいずれかが本協定の解約を希望する場合は、解約予定日の 1 か月前ま

でに書面をもって相手方に通知することで、本協定を解約することができる。 

 

第５条（協議） 

本協定に定めない事項および本協定の解釈または履行につき疑義を生じた場合は、甲お

よび乙にて誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。 

 

以上、本協定の証として本書２通を作成し、甲および乙が記名押印のうえ、各自１通を

保有する。 

 

令和７年２月 日 

    甲：世田谷区世田谷四丁目２１番２７号 

世田谷区                                              

代表者 世田谷区長 保坂 展人 

 

    乙：世田谷区用賀四丁目１０番１号 世田谷ビジネススクエア 

       株式会社セック 

        代表取締役社長 櫻井 伸太郎 
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